
大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号、以下「規

則」という。）に定めるもののほか、大阪市イノベーション創出支援補助金（以下「補

助金」という。）の交付について必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 補助金は、本市が、大学の保有する研究成果・技術をもとにした、産学連携の研究

開発事業に対して、その費用の一部を補助することにより、優れた技術を掘り起こし

て、その実用化に向けた取組を加速し、もって本市の経済成長及びイノベーション創

出に寄与することを目的とする。 

３ 補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、別途定める「大阪市

イノベーション創出支援補助金 実施要領」（以下「実施要領」という。）に従わなけ

ればならない。 

 

（補助の対象） 

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる要

件のいずれにも該当するものとする。 

（1）研究成果・技術をもとにした産学連携による研究開発事業であること。 

（2）実証データの取得や試作品の製作等、研究成果・技術の実用性を検証する事業

であること。 

（3）大阪市内に事業所を有する民間企業、又は大阪市内に事業所を有する個人（別

紙「暴力団排除に関する誓約事項」を遵守しているもの）との連携による研究開

発事業であること。 

（4）事業を実施する研究代表者及び研究従事者のいずれもが当該事業と実質的に同

一の研究課題について他の補助金を受けていないこと。 

２ 補助の対象となる者は、産学連携を推進する組織を有する大学とする。 

３ 大阪市内にある大学においては、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合も、補

助事業の対象とするものとする。 

（1）第１項第１号、第２号及び第４号の規定に該当すること。 

（2）産学連携を推進する組織を有し、その所在地が大阪市内にあること。 

（3）大阪市外に事業所を有する民間企業、又は大阪市外に事業所を有する個人（別

紙「暴力団排除に関する誓約事項」を遵守しているもの）との連携による研究開

発事業であること。 

（4）前号に規定する大阪市外に事業所を有する民間企業、又は大阪市外に事業所を

有する個人は、研究成果・技術が実用化した場合、大阪市内に事業所を設ける、

もしくは大阪市内に事業所を有する民間企業と連携し、実用化したものを販売す



る等の経済活動を１年以内に大阪市内で行うことを所定の誓約書をもって誓約

すること。 

 

 

（補助の対象となる経費と補助率） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、「別表」に掲げる

もの（ただし、経費に含まれる消費税、地方消費税、源泉所得税その他の租税相当額

を除く。）とする。 

２ 補助金の額は、前項に定める経費の２分の１に相当する額で、上限を 200万円とし、

1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 

３ 補助金以外の補助対象経費については、第２条第１項第３号及び第３項第３号の連

携先がその資金を負担することを所定の誓約書をもって誓約すること。 

 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市イノベーション創出支援補助金交

付申請書（様式第１号）に必要事項を記載し、所定の書類を添付して、市長に対し実

施要領で定める期間内に産学連携を担当する部署を通じて提出しなければならない。 

 

（補助事業の採否の検討） 

第５条 補助金交付の対象となる事業の採否は、大阪市イノベーション創出支援補助金

検討会（以下「検討会」という。）で検討する。 

 

（基準） 

第６条 検討会は、補助金の交付申請があった場合は、提出された補助金交付申請書（様

式第１号）の記載内容について、次の各号に定める項目に関して、市長に意見を述べ

又は助言するものとする。なお、別途経済戦略局（平成 25 年度までは都市計画局）

が実施するマッチング会を契機として組成された案件について、当該補助金に交付申

請があった場合は、一定の優遇措置を加えるものとする。 

（1）研究内容の妥当性 

（2）企業等との連携による新事業創出への発展性 

（3）新事業創出の効果 

 

（交付決定） 

第７条 市長は、検討会の意見又は助言を踏まえ、補助金の交付の決定をしたとき

は、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を大阪市イノベーション創出支援

補助金交付決定通知書(様式第２号)により、また、補助金の不交付の決定をしたと



きは、その旨を理由を付して、大阪市イノベーション創出支援補助金不交付決定通

知書（様式第３号）により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとす

る。なお、補助金の総額は、本補助金に係る当該年度の予算の範囲内とする。 

２ 市長は、募集期間最終日の翌日から起算して 60日以内に当該申請に係る補助金の

交付又は不交付の決定を行うものとする。なお、申請者が本市の指示により当該申

請に係る書類の補正に要した日数は除くとともに、60日目が土曜日、日曜日、休日

であるときは、翌開庁日を期限とする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第１項の規定による交付決定通知書を

受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請

を取り下げようとするときは、大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請取下

書（様式第４号）により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日か

ら起算して 10日とする。 

３ 第１項の規定による大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請取下書の提出

があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。 

 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、大阪市イノベーション創出支援補助金変更承認申請書（様式第５－１号）

を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市イノベーション創出支援

補助金中止・廃止承認申請書（様式第６－１号）を市長に対し提出し、それぞれ大阪

市イノベーション創出支援補助金変更承認通知書（様式第５－２号）又は大阪市イノ

ベーション創出支援補助金中止・廃止承認通知書（様式第６－２号）により承認を受

けなければならない。ただし、変更後の補助金申請額は、変更前の補助金交付決定額

を超えることができないものとする。 

２ 前項の軽微な変更とは、変更前の補助金交付決定額からの減額が 20%以内であるも

のとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。 

 

（補助事業の委託） 

第 10 条 補助事業者は、成果を得るために直接必要となる研究であり、補助事業の根

幹をなす本質的な部分を外部の機関に委託してはならない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 11 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により



特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市イノベーション創

出支援補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式第７号）により補助事

業者に通知するものとする。 

３ 第１項の場合において、市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別

に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。 

（1）補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（2）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要

する経費 

４ 第４条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

５ 市長は、補助金の交付の決定を取消し又は変更した場合において、補助事業の当該

取消し又は変更に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定

めてその返還を求めるものとする。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第 12条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。 

 

（立入検査等） 

第 13 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補

助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業

者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対し

て質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業を実施要領で定める日までに完了しなければならな

い。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、

大阪市イノベーション創出支援補助金実績報告書（様式第８号）に規則第 14 条各号

に掲げる事項を記載し、所定の書類を添付して、補助事業完了後 10 日以内に市長に

提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 15 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書

類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか



を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市イノベ

ーション創出支援補助金額確定通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（補助金の請求） 

第 16 条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し補助金を

請求するものとする。 

２  市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から 30日以

内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 17条 規則第 17条第３項の規定による通知は、大阪市イノベーション創出支援補助

金交付決定取消通知書（様式第 10号）によるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 18条 補助事業により取得した財産は補助事業者に帰属するものとする。 

２ 補助事業者は、これらの財産を、補助金の交付の目的に反して使用してはならず、

また、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を

図らなければならない。ただし、処分を制限する財産及び処分制限期間については、

「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制

限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を

定める件」（平成 14年３月 25日文部科学省告示第 53号）に準ずるものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 19 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類、帳簿等を常

に整備し、第 15条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

（成果の公表） 

第 20 条 本市は、補助事業により得られた成果について、その概要を公表することが

できる。ただし、補助事業者から今後の研究開発又は事業化に支障があると申し入れ

があった場合は、協議のうえ一定期間その一部又は全部を公表しないこととする。 

 

（補助事業完了後の調査への協力） 

第 21 条 補助事業者は、本市が、補助事業完了後、その効果を測定するための調査を

行う場合は、協力しなければならない。 

 



附則 

この要綱は、平成 24年 8月 22日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 25年 5月 28日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 26年 5月 12日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 28年 2月 5日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 29年 7月 27日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 31年１月 23日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和元年５月７日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年１月 12日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年 12月 16日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年 12月９日から施行する。 

 

 

 

  



別表（補助対象経費） 

経費の種類 左の説明 

設備費 補助事業の実施に必要となる設備（機械・装置・ソフト）

等の購入、これら設備等の改造、修繕又は据付等に必要な

経費。 

材料費及び消耗品費 補助事業の実施に必要となる原材料、消耗品、消耗器材等

の経費。 

旅費 様式第 1－1 号に記載の研究代表者・研究従事者が補助事

業の実施のために行う資料・情報収集、各種調査、打合せ

の実施のために必要な出張経費。 

ただし、海外出張及び成果発表のための学会出席の旅費は

除く。 

謝金 補助事業の実施のために必要であり、臨時的に発生する役

務の提供などの協力を得た人への謝礼に必要な経費（限定

的な内容・期間の役務にかかる人件費を含む）。 

その他（調査費等） 補助事業の実施のための必要となる調査費（講習会・学会

（成果発表は除く）参加費、文献購入費、外部委託費等）、

印刷製本費、通信運搬費、借料（設備リース又はレンタル

料、電子計算機使用料等）等。 

ただし、特許に関わる経費は除く。 

 

 

  



別紙 

 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助事業の実施期間内及び

完了後において、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。 

 

記 

 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（大阪市暴力団排除条例第２条

第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である又は法人等の役員等（個人である

場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員等（同条例第２条第２号

及び第３号に規定する暴力団員および暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）である。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難され

るべき関係を有している。 

  



（様式第１号） 

令和   年   月   日 

大 阪 市 長 様 

 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請書 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市イノベーション創出支援補助金交付

要綱第４条の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額 

金                  円 

 

２ 補助事業の名称、目的及び概要 

(1) 名称 

(2) 目的 

(3) 概要 

 

 

 

３ 補助事業の開始日及び完了予定日 

令和   年   月   日～令和   年   月   日 

  ※開始日は、実施要領 2 (2)⑤に示す補助事業の開始時期をふまえて設定すること 

(青字は、申請時に削除すること） 

 

４ 添付書類 

大阪市イノベーション創出支援補助金実施計画書 

（様式第１－１号） 

 



（様式第１－１号） 

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金実施計画書 

 

補助事業名 

（研究課題名） 

 

大学名 

 

産学連携担当の代表者 

（所属、職名、氏名、電話

番号、E-mailアドレス） 

 

研究代表者 

（所属、職名、氏名） 

 

代表者以外の研究従事者 

（所属、職名、氏名、本研

究における役割） 

 

補助事業（研究） 

の要約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請金額          円 



研究内容の説明 

① 研究の背景 

※ 次の項目を記載すること 

・ 研究の背景 

・ 研究動向 

・ 先行特許 

・ 競合技術 

 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

 

 

 

② 研究の内容 

※ 次の項目を記載すること 

・ 目的・目標 

・ 実用性を検証する内容（使用する実験機器の説明を含む） 

・ 今回採択された場合、どのような成果が見込まれるか 

 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

 

 

 

 

③ 研究のスケジュール 

※ 今回、採択された場合の補助事業のスケジュールを記載すること 

 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

 

 

 



④-1 民間企業との連携状況 

※ 複数社と連携している場合は全社分記載すること 

（連携先が民間企業ではなく個人であれば記載不要） 

 

（企業名） 

（代表者） 

（担当者・所属・電話番号） 

 

 

（本 社） 

所在地： 

電話番号： 

  従業員数： 

資本金： 

 

（大阪市内事業所）※本社が大阪市外の場合 

所在地： 

電話番号： 

従業員数： 

 

（事業内容） 

 

（事業に対する目論見） 

※ 連携先民間企業の経営戦略・事業戦略上の位置づけ又は関連性、事業に対する目論

見を記載すること 

 

（今回、連携先が実施する内容） 

※ 大学との役割分担を明確に記載すること。なお、補助対象経費外で実施する内容が

あれば記載すること 

 

（財務状況）別添のとおり 

※ 最新の財務諸表（貸借対照表、損益計算書）を添付すること 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

 



④-2個人との連携状況  

※ 連携先のすべての個人について記載すること 

（連携先が個人ではなく民間企業であれば記載不要） 

 

（氏 名） 

（連絡先）住 所： 

     電 話： 

     メール： 

事業所所在地： 

 

（事業内容） 

 

（現在の連携状況） 

 

（事業に対する目論見） 

※ 連携先個人の事業に対する目論見を記載すること 

 

（今回、連携先が実施する内容） 

※ 大学との役割分担を明確に記載すること。なお、補助対象経費外で実施する内容が

あれば記載すること 

 

（個人の財務状況等）別添のとおり 

※ 開業届、前年度の確定申告書、最新の残高証明書を添付すること 

  

 

 

 （青字は、申請時に削除すること） 

 

 

 

 

 

⑤ 誓約事項 

この事業の連携先については、別紙「暴力団排除に関する誓約事項」を遵守い

たします。 

□ 



⑥ 新事業創出の効果 

※ 新事業を創出した場合を念頭において次の項目を記載すること 

・今回、採択された場合、補助事業完了後に見込まれる成果が、新事業創出に向けてど

う繋がるか 

・新事業創出の可能性 

・想定される事業規模 

・大阪市域に与える波及効果 

 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

⑦ 新事業創出までのスケジュール 

※ 想定される研究成果・技術の実用化や新事業創出までのスケジュールを記載するこ

と 

 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

⑧ 研究代表者、研究従事者が他機関（国や独立行政法人）から受けている、受けること

が決定している補助の状況 

 

  



専門用語の説明 

 

  

用語 説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研 究 費 及 び 補 助 申 請 額 

【収入】 

項目 金額（税抜額）（円） 内容 

自己資金※   

大阪市補助金（申請額）  － 

合計  － 

※自己資金は、連携する企業等が負担するものとする 

【支出】 

経費項目 

研究費 

（税込額） 

（円） 

研究費 

（税抜額） 
補助対象経費 

（円） 

補助申請額 

（税抜額） 

（円） 

内容・積算根拠 

設備費 

     

小 計     

材料費及び消耗品費 

     

小 計     

旅費 

     

小 計     

謝金 

     

小 計     

その他 

     

小 計     

合   計    － 

  



補助対象外経費 
研究費（税抜額） 

（円） 
内容 

   

   

補助対象外経費計  － 

 

※ 補助申請額は、契約毎（発注毎）の研究費に補助率 2 分の 1 を乗じた額を上限とする。 

※ 研究費に謝金を計上する場合は、別に設ける様式（大阪市イノベーション創出支援補助

金役務計画書）により、謝礼にかかる役務の内容や期間等について詳細を示すこと。 

※ 合計欄は、経費項目毎の額を合算した額で、補助申請額は 1,000円未満の端数は切り捨

てるものとする。 

※ 収入の合計額と、支出の研究費合計額＋補助対象外経費計額は等しくなる。 

※ 収入の大阪市補助金額と、支出の補助申請合計額は等しくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

大阪市イノベーション創出支援補助金役務計画書 

 

役務の期間 ※想定される役務が生じる期間を記載すること 

役務の内容 
※想定される役務について、具体的内容や要する時間等を記載 

  すること 

謝金の額 
(源泉所得税込額) 

※源泉所得税を含む金額

を記載すること 

謝金の額 
(源泉所得税抜額) 

※源泉所得税を除く金額

を記載すること 

謝金の内訳 
※想定される役務に対する謝礼について、その内訳や積算などを 

 記載すること 

備 考 
※その他、特記事項があれば記載すること 

 （青字は、申請時に削除すること） 

 

※研究費に謝金を計上する場合のみ、謝金に相当する役務について記載して提出すること 

※補助事業のみに要する役務であることが分かるよう記載すること。 

※補助事業の実施にあたり新たに雇用された臨時補助員等にかかる経費を計上する場合

は、その時間給額に役務に要する時間を乗じて算出された額とする 

 

  



令和   年   月   日 

大 阪 市 長 様 

 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

誓 約 書 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱第２条第３項の規定に基づき、当該要綱

を理解したうえで申請します。 

本補助事業完了後、本研究成果・技術が実用化した場合、連携先の企業が大阪市内に事業

所を設ける、もしくは大阪市内に事業所を有する民間企業と連携し、実用化したものを販売

する等の経済活動を１年以内に大阪市内で行います。 

なお、大阪市内で経済活動を行っていない場合、貴市の指示に従います。 

 

 

※大阪市内にある大学が、大阪市外の企業又は個人との連携による研究開発事業を申請す

る場合は、本誓約書を提出すること 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 



令和   年   月   日 

大 阪 市 長 様 

 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

誓 約 書 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱第３条第３項の規定に基づき、当該要綱

を理解したうえで申請します。 

補助金以外の補助対象経費については、連携先がその資金を負担します。 

 

 

※全ての申請において、本誓約書を提出すること 

 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

  

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金交付決定通知書 

 

令和   年   月   日付けで申請のあった大阪市イノベーション創出支援補助金につい

ては、次のとおり交付することとしたので、大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱

第７条第１項の規定により通知します。 

 

１ 補助金の交付額 金                  円 

 

２ 補助金の交付の条件 

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（大阪市イノベーション創出支援補

助金交付要綱第９条第２項に規定する軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認

を受けるべきこと。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

(4) 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は本

市職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査

させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべ

きこと。 

(5) その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号）及び大阪市イノベー

ション創出支援補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

 

３ その他 

本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日の

翌日から起算して 10 日以内に申請の取下げをすることができる。 



（様式第３号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

  

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金不交付決定通知書 

 

令和   年   月   日付けで申請のあった大阪市イノベーション創出支援補助金につい

ては、次の理由により交付しないこととしたので大阪市イノベーション創出支援補助金交

付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

 

（交付しない理由） 



（様式第４号） 

令和   年   月   日 

大  阪  市  長 様 

 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金交付申請取下書 

 

令和   年   月   日付け大阪市指令 第   号にて通知のあった大阪市イノベーシ

ョン創出支援補助金の交付決定について、大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱

第８条の規定により申請を取り下げます。 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日    令和    年    月    日 

 

２ 取下げの理由 



（様式第５－１号） 

令和   年   月   日 

大  阪  市  長 様 

 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金変更承認申請書 

 

令和   年   月   日付け大阪市指令 第   号にて補助金の交付の決定を受けた補

助事業について、大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱第９条の規定により、次の

とおり変更の承認を申請します。 

 

（変更する内容、理由及び金額） 

※ 変更する内容、理由及び金額を記載の上、変更前後の各経費項目の金額、内容及び積算 

  根拠が確認できる別紙を添付すること 

 （青字は、申請時に削除すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第５－２号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

  

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金変更承認通知書 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市イノベーション創出支援補助金変更

承認申請書について承認しましたので通知します。 

 

（変更する補助事業の名称） 

 

 

 

（変更する内容） 

 □ 補助金交付決定額の 20%を超える減額 

 □ 補助金交付決定額の 20%を超える経費項目間の流用 

 

 

 

（変更後の補助金額） 

 金                  円 

（当初決定額：金     円） 



（様式第６－１号） 

令和   年   月   日 

大  阪  市  長 様 

 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金中止・廃止承認申請書 

 

令和   年   月   日付け大阪市指令 第   号にて補助金の交付決定を受けた補助

事業について、大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱第９条の規定により、次のと

おり中止・廃止の承認を申請します。 

 

（中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間）） 

 



（様式第６－２号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

 

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金中止・廃止承認通知書 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市イノベーション創出支援補助金中

止・廃止承認申請書について承認しましたので通知します。 

 

 

（中止・廃止する補助事業の名称） 

 

 

 



（様式第７号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

  

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

令和   年   月   日付け大阪市指令  第   号にて交付決定した大阪市イノベー

ション創出支援補助金について、大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱第 11条の

規定により、次のとおり取消・変更したので通知します。 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

 

 



（様式第８号） 

令和   年   月   日 

大  阪  市  長 様 

住  所 

大学名 

代表者                                      

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金実績報告書 

 

令和   年   月   日付け大阪市指令  第   号にて補助金の交付決定を受けた補

助事業について、大阪市イノベーション創出支援補助金交付要綱第 14条の規定により、次

のとおり実績を報告します。 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 補助金の予定金額    金                  円 

  （補助金の交付決定額  金                  円） 

 

３ 添付書類 

(1)研究成果報告書、研究成果報告書概要版、及び左記書類を収めた電子媒体（CD-ROM） 

(2)収支決算書（様式第８－１号） 

(3)経費の支出を確認できる領収書の写し等 

 

 

 

 

 

 



【収入】

決算額（円） 増減（円）

＊自己資金は、連携する企業等が負担する旨を示した書類を添付すること

【支出】

具体的な内容 単価 数量 補助対象経費
①予算額

(補助予定額)
補助対象経費

②決算額
(補助予定額)

小計 - - - - - -

小計 - - - - - -

小計 - - - - - -

小計 - - - - - -

小計 - - - - - -

合計 - - - - - -

収支決算書

項目 予算額（円） 内容

自己資金＊

経費項目

内訳

謝金

予算額（円） 決算額（円）
差引額

（①－②）
支払

年月日
支払先

整理
番号

大阪市補助金

合計 -

設備費

材料費及び消耗品費

旅費

その他

（様式第８－１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

※ 補助額は、契約毎（発注毎）の研究費に補助率 2 分の 1 を乗じた額を上限とする。 

※ 研究費に謝金を計上する場合は、別に設ける様式（大阪市イノベーション創出支援補助金役務報告書）により、謝礼にかかる役務の内容や

期間等について詳細を示すこと。 

※ 合計欄は、経費項目毎の額を合算した額で、補助額は 1,000 円未満の端数は切り捨てるものとする。 

※ 収入の合計額と、支出の研究費合計額＋補助対象外経費計額は等しくなる。 

※ 収入の大阪市補助金額と、支出の補助合計額は等しくなる。

予算額（円） 決算額（円） 増減 内容

-

補助対象外経費

補助対象外経費計



 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金役務報告書 

 

役務の期間 ※実際の役務が生じた期間を記載すること 

 

役務の内容 

 

※実際の役務について具体的内容や要した時間等を記載すること 

謝金の内訳 ※役務に対する謝礼について、その内訳や積算などを記載すること 

備 考 
※その他、特記事項があれば記載すること 

（青字は、申請時に削除すること） 

 

※研究費に謝金を計上する場合のみ、謝金に相当する役務について記載して提出すること 

※補助事業のみに要した役務であることが分かるよう記載すること。 

※補助事業の実施にあたり新たに雇用した臨時補助員等にかかる経費を計上する場合は、その

時間給額に役務に要した時間を乗じて算出された額とする 

 

 

 



（様式第９号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

  

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金額確定通知書 

 

令和   年   月   日付け大阪市指令  第   号にて交付決定した大阪市イノベーション

創出支援補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪市イノベーション創出支

援補助金交付要綱第 15条の規定により通知します。 

 

 

確定金額  金                  円 



（様式第 10 号） 

大阪市指令  第    号 

令和    年    月    日 

様 

大阪市長 

  

 

 

大阪市イノベーション創出支援補助金交付決定取消通知書 

 

令和   年    月    日付け大阪市指令  第   号にて交付決定した大阪市イノベーショ

ン創出支援補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪市イノベーション創

出支援補助金交付要綱第 17条の規定により通知します。 

 

１ 取消しの内容 

 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


